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ひきこもりパート４ 

「動き出しを支援する」 

丹後圏域障害者自立支援協議会では、丹後地域で障害のある方の企業実習

や就労に関し支援や理解をいただいている企業や商店を『はあとウォームカンパ

ニー』とし、広くＰＲしていくためのロゴマークデザインを公募し、決定しました。 

今後、このロゴマークは、協議会が発行する資料、パンフレット、ステッカー等に

使用するほか、構成団体等の各種印刷物に幅広く使用していきます。あなたのお

住まいの街に、ロゴマークを貼った企業や商店がたくさん増え、障害のある方の働

くことへの理解が深まる、そんな地域になるよう皆様のあたたかい御支援をお願い

します。 

企業とともに歩むｉｎ丹後～はあとウォームカンパニー～ 
ロゴマーク決定！ 

京丹後市在住 
森祐子さんの作品 

 

丹後圏域障害者自立支援協議会では、障害のある方の生活を支えるため

の取組を、地域の様々な関係機関と協力をしながら進めています。 

【ロゴマーク】 

 

はあとウォーム（ｈｅａｒｔ ｗａｒｍ）の頭文字の「h」と「ｗ」で車椅子に乗った人

の形を、背景にハート型の街をデザイン。 

拳を上げる姿は、労働によって社会の役に立てる喜びを表現。 

家の中で十分なコミュニケーションが図れるようになると、いよいよ動き出しを支援する時期になります。  

まず大切なことは、本人や家族が継続して相談ができる場所を確保してあげることです。本人に地域

の中で相談できる機関があることを伝えてもらう中で、動き出しを支援していきます。下記のサポートステーション

は、同じ悩みを抱えた本人や家族が安心して利用でき、失敗や成功を繰り返しながら自分を試していける場とし

て、利用するメンバーに応じた様々な支援プログラムを持っています。また、こうした機関は自身がひきこもり経験

者であった人がスタッフとして支援をしていることもあります。 

本人に安心して相談できる場があるという情報を伝えてみてください。できればパンフレットなどがあれば、雰囲

気がわかるので、よりイメージしやすくなります。 

 この時期に注意してほしいことは、親の気持ちばかりを優先して、価値観の押しつけにならないようにすること

です。あせりは禁物。本人のペースを大切にしていきましょう。 今回で「ひきこもりシリーズ」終了です。 

悩みを一人抱えることなく、まずは勇気を持って相談をかけてください。一緒に考えていきましょう。 

【ひきこもりに関する相談窓口（京都府家庭支援総合センター内）】京都市東山区清水四丁目１８５－１ 

●電話相談：月～金曜日９時～１６時（１２時～１３時を除く）・・・（TEL：075-531-5255） 

●面接相談：要予約  

北部では【中丹西保健所（福知山総合庁舎）TEL:0773-22-3903】で毎月第１、３水曜日午後に行われます。 

【丹後保健所】では、精神保健福祉相談員、保健師、精神科医の相談日などで対応しています。 

担当 福祉室  （0772-62-4302） 

【あやべ若者サポートステーション（TEL：0773-40-2227）】綾部市川糸町丁畠４－１ ワークスビル１Ｆ 

【若者サポートステーション豊岡（TEL：0796-34-6333）】豊岡市幸町９－２７ 
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こ ん な 時 は 保 健 所 へ 

http://www.pref.kyoto.jp/tango/ho-tango/index.html 丹後保健所 

担当 環境衛生室 （0772-62-1361） 

担当 福祉室  （0772-62-4302） 

母子家庭奨学金のお知らせ 

電気自動車用急速充電器が利用できます！ 

母子家庭などの子どもさんの教育や養育に対して

母子家庭奨学金を支給しています。（夫が重度障害

者の場合は、夫の所得により受給可） 

この奨学金は１年分ですので、昨年度受給された

方も新たに申請が必要です。また、支給金額は申請

時期により変わります。 

※他の奨学金等を受けておられる方は所得にかか

わらず受給できません。 

【対象児童】高校生以下の子ども 

【申請書提出先】お住まいの市町各庁舎窓口 

          （申請用紙は窓口にあります。） 

なし 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

内   容 時  間 お問合せ 

一般健康診断（有料） 

５月 ６月 

なし 

栄養相談（予約制） 

骨髄バンク登録（予約制） 

こどもクリニック（予約制） 

保健室 

福祉室 精神保健福祉相談（予約制） 

特別障害者手当等のお知らせ 

 特別障害者手当 

 重度の障害が２つ以上重複し、日常生活において

常時特別の介護が必要な２０歳以上の在宅の方に

支給されます。 

 障害児福祉手当 

 重度の障害があり、日常生活において常時特別

の介護が必要な２０歳未満の在宅の方に支給され

ます。 

※いずれの手当も所得制限があります。詳しくは、お

住まいの市町の障害者福祉担当課にお問い合わ

せください。 

京都府では、従来の自動車よりも環境に優しい、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の普

及を進めています。丹後地域でも安心して電気自動車等で走行できるように、各地に電気自動車用急速充

電器を設置しています。なお、この充電器は太陽光パネルで発電した電気も利用しているので、環境に優し

いシステムになっています。 

【急速充電器の設置場所】 

 
２００Ｖコンセントの普通充電器も設置しています。 
【設置場所】道の駅シルクのまち かや（与謝野町字滝） 

○宮津市民体育館          （宮津市字浜町） 
○ショッピングセンターマイン（京丹後市峰山町） 
○丹後あじわいの郷      （京丹後市弥栄町） 

◆急速充電器なら、３０分程度で充電が完了します！ 
◆当面の間、無料で利用できます！ 

担当 福祉室  （0772-62-4302） 


